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２．市長挨拶
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３．会長及び副会長の互選
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４．議題

（１）鎌ケ谷市地域公共交通活性化協議会について

①協議会の役割

②令和７年度の開催スケジュール（予定）

③部会の開催方法

報告事項

承認事項

報告事項



（１）鎌ケ谷市地域公共交通活性化協議会について
①協議会の役割

７

地域公共交通活性化協議会 地域公共交通会議

設 置 根 拠
地域公共交通の活性化及び再生に関す
る法律（第６条第１項）

道路運送法施行規則第４条の２

協 議 事 項

・地域公共交通計画の作成及び
実施に関し必要な事項

・乗合旅客運送の態様及び
運賃・料金等に関する事項

・自家用有償旅客運送の必要性
・旅客から収受する対価に関する
事項 など

対 象 多様な交通モード バス、タクシー、自家用有償旅客運送

公共交通関係者、地域住民や多様な分野の関係者が集まり、地域の公共交通を考える。
R7～R8年度で地域公共交通計画を作成するため、協議会で検討していく。

報告事項



（１）鎌ケ谷市地域公共交通活性化協議会について
②令和７年度の開催スケジュール（予定）

８

地域公共交通計画の作成の都合上、上記時期に開催予定。
計画作成の進め方については後述。

報告事項
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（１）鎌ケ谷市地域公共交通活性化協議会について
③部会の開催方法

９

地域公共交通計画の作成の都合上、上記時期に開催予定。
計画作成の進め方については後述。

承認事項

鎌ケ谷市地域公共交通
活性化協議会

部会 部会

① ② ③

④ ⑤ ⑥

⑥⑤④②① 協議会委員の中から会長が指名

委員以外で必要と認められる者

＜部会の開催方法＞
（初回）
①協議会で部会の設置を協議
②協議会委員の中から会長が部会に参加
する委員を指名

③部会の開催（運賃協議部会については、開催前に
広報やHPで住民の意見聴取）

④部会の結果を協議会に報告

（２回目以降）
①部会長が招集（書面通知）
②部会の開催
③部会の結果を協議会に報告

③



（１）鎌ケ谷市地域公共交通活性化協議会について
③部会の開催方法

部会の開催方法について、

以上の内容でよろしいかお諮りいたします。

審 議

10



４．議題

（２）鎌ケ谷市地域公共交通計画について

①地域公共交通計画とは

②計画作成の進め方

報告事項

承認事項

11



（２）鎌ケ谷市地域公共交通計画について
①地域公共交通計画とは

地域公共交通計画とは「地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿」を
明らかにする「マスタープラン」としての役割を果たすもの。

国が示す標準構造に沿い、作成していく。

報告事項

国土交通省ウェブサイト
地域公共交通計画の実質
化に向けた検討会 中間
とりまとめ（令和6年4月
26日公表）
（https://www.mlit.go.j
p/sogoseisaku/transpor
t/sosei_transport_tk_00
0217.html）
から抜粋

12

http://#


（２）鎌ケ谷市地域公共交通計画について
②計画作成の進め方

13

＜計画作成の進め方＞
・令和７年度は現状整理～課題整理まで
・市民アンケートを実施
・入札により業務発注
・地域公共交通確保維持改善事業補助金
を活用
※補助金の申請者は協議会
補助金の受取、発注は市

承認事項



（２）鎌ケ谷市地域公共交通計画について
②計画作成の進め方

14

計画作成の進め方について、

以上の内容でよろしいかお諮りいたします。

審 議
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４．議題

（３）その他

・バス・タクシー運転手募集合同説明会の結果報告及び

今後の開催について 報告事項 承認事項



（３）その他
バス・タクシー運転手募集合同説明会の結果報告

16

令和７年１月１９日（日）及び２月８日（土）の２日間開催
来場者数：１月１９日 ７名 ２月８日 ４名 合計１１名

報告事項

受付票 アンケート（イメージ）

当日の様子

参加企業
（バス）
ちばレインボーバス、船橋新京成バス、
鎌ケ谷観光バス
（タクシー）
協進交通、櫟山交通、船橋タクシー、

丸十タクシー、鎌ケ谷タクシーか

チラシ・ポスター



（３）その他
バス・タクシー運転手募集合同説明会の結果報告

17来場者数自体は少ないものの満足度は高く、参加企業からも好評いただけた。

報告事項

上段 受付票（来場者１１名）から抜粋 下段 アンケート（回答者９名）から抜粋



（３）その他
バス・タクシー運転手募集合同説明会の今後の開催について
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承認事項

＜今後の開催について＞
バス・タクシー運転手募集合同説明会（年１～２回程度の開催イメージ）
主 催：鎌ケ谷市地域公共交通活性化協議会
詳 細：開催時期、開催方法等詳細については事務局に一任。
通知・報告：事務局は協議会に対し、開催決定通知、結果報告を行う。

協議会事務局

・参加企業の募集
・開催時期の調整
・開催方法の検討

など

参加企業

鎌ケ谷市地域公共
交通活性化協議会

事務局に一任

鎌ケ谷市地域公共
交通活性化協議会

開催決定通知 合同説明会
（主催：協議会）

結果報告



（３）その他
バス・タクシー運転手募集合同説明会の今後の開催について

19

バス・タクシー運転手募集合同説明会の

今後の開催について、

以上の内容でよろしいかお諮りいたします。

審 議
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５．その他

・鎌ケ谷市コミュニティバス運営検討委員会の提言について

・鎌ケ谷市地域公共交通会議の廃止について



５．その他
鎌ケ谷市コミュニティバス運営検討委員会の提言について
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資料４

「鎌ケ谷市コミュニティバス運営検討委員会

検討（提言）報告書」をご覧ください。



５．その他
鎌ケ谷市地域公共交通会議の廃止について
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本協議会が鎌ケ谷市地域公共交通会議の機能を
兼ねており、構成員も重複していることから、鎌ケ谷
市地域公共交通会議については、廃止に向けて事
務処理を進めさせていただきます。



６．閉会
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